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公布された条例のあらまし

○　沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例（条例第63号）

１　要配慮個人情報を定義することとした。（第２条関係）

２　個人情報取扱事務登録簿に登録する事項に、要配慮個人情報に関するものを加えることとした。（第６条

関係）

３　原則として要配慮個人情報の収集を禁止することとした。（第７条関係）

４　その他所要の改正を行うこととした。（第２条、第６条、第10条及び第11条関係）

５　この条例は、平成31年７月１日から施行することとした。（附則第１項）
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６　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第64号）

　１　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を次のように改正することとした。＜第１条＞

　　⑴　初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を引き上げる。（第11条関係）

　　⑵　宿日直手当について、勤務１回に係る支給限度額を引き上げる。（第26条関係）

　　⑶　期末手当について、大学の学長に対する12月期の支給割合を100分の170に引き上る。（第27条関係）

　　⑷　勤勉手当について、12月期の支給割合を100分の95（特定幹部職員にあっては、100分の115）に引き上げ

るとともに、特定職員の勤勉手当について、その減ずる額の算定に係る勤勉手当減額対象額（最低号給に

達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額）に乗ずる割合を改める。また、再任用職員の勤勉手当に

ついて、12月期の支給割合を100分の47.5（特定幹部職員にあっては、100分の57.5）に引き上げる。（第

28条及び附則第13項関係）

　　⑸　全ての給料表の給料月額を改定する。（別表第１から別表第６まで関係）

　２　沖縄県職員の給与に関する条例の一部を次のように改正することとした。＜第２条＞

　　⑴　期末手当について、６月期及び12月期の支給割合を100分の130（特定幹部職員にあっては、100分の

110）に改定する。再任用職員の期末手当について、６月期及び12月期の支給割合を100分の72.5（特定幹

部職員にあっては、100分の62.5）に改定する。大学の学長の期末手当について、６月期及び12月期の支給

割合を100分の167.5に改定する。（第27条関係）

　　⑵　勤勉手当について、６月期の支給割合を100分の92.5（特定幹部職員にあっては、100分の112.5）に引き

上げ、12月期の支給割合を100分の92.5（特定幹部職員にあっては、100分の112.5）に引き下げる。また、

再任用職員の勤勉手当について、６月期の支給割合を100分の45（特定幹部職員にあっては、100分の55）

に引き上げ、12月期の支給割合を100分の45（特定幹部職員にあっては、100分の55）に引き下げる。（第

28条関係）

　　⑶　特定職員に係る給与の減額措置を廃止する。（附則第10項から第13項まで関係）

　３　沖縄県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正することとした。＜第３条＞

　　⑴　全ての給料表の給料月額を改定する。（第５条関係）

　　⑵　期末手当について、12月期の支給割合を100分の170に引き上げる。（第６条関係）

　４　沖縄県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正することとした。＜第４条＞

　　　期末手当について、６月期の支給割合を100分の167.5に引き上げ、12月期の支給割合を100分の167.5に引

き下げる。（第６条関係）

　５　沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正することとした。＜第５条＞

　　⑴　全ての給料表の給料月額を改定する。（第７条及び別表第１から別表第３まで関係）

　　⑵　期末手当について、12月期の支給割合を100分の170に引き上げる。（第10条関係）

　６　沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正することとした。＜第６条＞

　　　期末手当について、６月期の支給割合を100分の167.5に引き上げ、12月期の支給割合を100分の167.5に引

き下げる。（第10条関係）

　７　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２、３、６、10及び11は、平成31年４月１日か

ら施行することとした。（附則第１項）

　８　１⑴、⑵、⑸、３⑴及び５⑴は平成30年４月１日から、１⑶、⑷、３⑵及び５⑵は同年12月１日から適用

することとした。（附則第２項）

　９　この条例の施行に関し、必要な経過措置等を定めることとした。（附則第３項から第５項まで）

　10　沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例及び沖縄県特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例につい

て、給与条例の改正に伴う規定の整理を行うこととした。（附則第６項）

　11　沖縄県職員の育児休業等に関する条例について、行政職給料表６級以上及びこれに相当する職務の級の職

員に係る給与の減額措置の廃止に伴う規定の整理を行うこととした。（附則第７項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　県税の課税免除の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第65号）

　１　題名を「沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例」に改めることとした。（題名関係）

　２　公益上の事由により課税を免除する対象となる事業者について、青色申告者以外の事業者も対象とするこ

ととした。（第２条、第５条、第６条及び第９条関係）

　３　地方活力向上地域内に本社機能の移転等を行い、事務所、研修施設等を新設し、又は増設した事業者に対

し、県税の課税を免除し、又は不均一の課税をする措置を講ずることとした。（第２条及び第12条関係）

　４　その他所要の改正を行うこととした。（第１条、第３条から第９条まで及び第13条から第16条まで関係）

　５　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則）
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沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成30年12月28日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

乙第１号議案

沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例

沖縄県個人情報保護条例（平成17年沖縄県条例第２号）の一部を次のように改正する。

第２条中第８項を第９項とし、第２項から第７項までを１項ずつ繰り下げ、第１項の次

に次の１項を加える。

２ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関の規則又は

規程（以下「実施機関の規則等」という。）で定める記述等が含まれる個人情報をい

う。

第６条第２項第９号中「実施機関の規則又は規程（以下「規則等」という。）」を「実

施機関の規則等」に改め、同号を同項第10号とし、同項第６号から第８号までを１号ずつ

繰り下げ、同項第５号の次に次の１号を加える。

⑹ 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

第７条第２項中「思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる

おそれのある個人情報」を「要配慮個人情報」に改める。

第10条第２項及び第11条第２項中「き損」を「毀損」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成31年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に実施機関が保有している要配慮個人情報については、改正後

の第６条第２項中「を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務に

ついて次に」とあるのは、「について、沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例

（平成30年沖縄県条例第 号）の施行の日以後、遅滞なく、第６号に」と読み替えて、

同項の規定を適用する。

平成30年11月27日提出

― 1 ― 

条 例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県北部地域及び離島緊急医師確保対策基金条例の一部を改正する条例（条例第66号）

　１　題名を「沖縄県北部地域及び離島等緊急医師確保対策基金条例」に改めることとした。（題名関係）

　２　基金の設置の目的に、北部地域及び離島以外の地域の特に医師が不足している診療科における必要な医師

の確保を加えることとした。（第１条関係）

　３　基金の設置期間を延長することとした。（附則第２項関係）

　４　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例（条例第67号）

　１　国営土地改良事業と土地改良施設の突発事故被害の復旧を併せて行う場合における国営土地改良事業に係

る負担金の徴収期間の始期を定めることとした。（第４条関係）

　２　この条例は、公布の日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第68号）

　１　新たな企業集積施設の使用料の徴収根拠を定めることとした。（別表関係）

　２　この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとし

た。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県国営沖縄記念公園内施設管理等基金条例（条例第69号）

　１　基金の設置について定めることとした。（第１条）

　２　基金の積立額について定めることとした。（第２条）

　３　基金の管理について定めることとした。（第３条）

　４　運用益金の処理について定めることとした。（第４条）

　５　繰替運用について定めることとした。（第５条）

　６　基金の処分について定めることとした。（第６条）

　７　規則への委任について定めることとした。（第７条）

　８　この条例は、平成31年２月１日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例（条例第70号）

　１　奥武山公園に新たに整備するコミュニティセンターを有料の公園施設として定めるとともに、その供用

日、供用時間及び利用料金の基準額を定めることとした。（別表第３、別表第４及び別表第６関係）

　２　沖縄県総合運動公園の蹴球場の整備に伴い、利用料金の基準額を改めることとした。（別表第６関係）

　３　沖縄県総合運動公園の陸上競技場及び体育館のトレーニング室を共用利用する場合は、１回当たり２時間

までとし、その基準額を定めることとした。（別表第６関係）

　４　１は平成31年４月１日から、２及び３は同年１月５日から施行することとした。（附則）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　沖縄県自動車駐車場管理条例の一部を改正する条例（条例第71号）

　１　新たに整備する自動車駐車場の名称、位置及び目的を定めることとした。（第２条関係）

　２　新たに整備する自動車駐車場の利用料金の基準額を定めることとした。（別表関係）

　３　その他所要の改正を行うこととした。（第２条、第４条、第９条及び第14条関係）

　４　この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとし

た。ただし、５は、公布の日から施行することとした。（附則第１項）

　５　指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きることとした。（附則第２項）
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